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�愛媛県告示第６６６号
高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２０条第１項ただし書の規定により、次のとおり指定完成検査機関を指定した。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６７号
高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第３５条第１項第１号の規定により、次のとおり指定保安検査機関を指定した。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 指定完成検査機関の指定…………………………………………………５００

○ 指定保安検査機関の指定…………………………………………………５００

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………５００

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………５０１

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の名称の変更……………………５０１

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の所在地の変更…………………５０２

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称の変更……………………５０２

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更…………………５０２

○ 指定介護予防サービス事業を行う事業所の名称の変更………………５０２

○ 指定介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の変更……………５０２

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………５０３

○ 指定居宅介護支援事業の廃止……………………………………………５０３

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………５０３

○ 指定介護療養型施設の指定の辞退………………………………………５０４

○ 定期種畜検査の実施………………………………………………………５０４

○ ふ化業者の登録……………………………………………………………５０４

発 行 愛 媛 県

○ 同意の成立（特定養殖共済）……………………………………………５０５

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………５０５

○ コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いが

ると認められた県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面

の範囲………………………………………………………………………５０５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………５０５

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）…………………………………５０５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………５０５

教育委員会公告

○ 愛媛県生涯学習センター及びえひめ青少年ふれあいセンターの指

定管理者の募集……………………………………………………………５０６

○ 愛媛県総合科学博物館の指定管理者の募集……………………………５０８

○ 愛媛県歴史文化博物館の指定管理者の募集……………………………５０９

人事委員会規則

○ 教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正す

る規則………………………………………………………………………５１１

名 称 所 在 地
完 成 検 査 を 行 う 事 業 所

指 定 の 区 分 指 定 の 期 間
名 称 所 在 地

萩尾高圧容
器株式会社

新居浜市多喜浜
三丁目５番５０号

萩尾高圧容
器株式会社

新居浜市多喜浜
三丁目５番５０号

液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業省
令第５２号）第３３条第３項において準用する同
規則第３２条第１項に規定する製造施設又は第
一種貯蔵所の完成検査を行う者

平成２０年４月１日
から平成２５年３月
３１日まで

名 称 所 在 地
保 安 検 査 を 行 う 事 業 所

指 定 の 区 分 指 定 の 期 間
名 称 所 在 地

萩尾高圧容
器株式会社

新居浜市多喜浜
三丁目５番５０号

萩尾高圧容
器株式会社

新居浜市多喜浜
三丁目５番５０号

液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業省
令第５２号）第７８条第４項に規定する特定施設
の保安検査を行う者

平成２０年４月１日
から平成２５年３月
３１日まで

毎週（火・金）曜日発行 第１９５９号 平成２０年４月３０日

平成２０年４月３０日水曜日 第１９５９号

愛 媛 県 報

５００
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�愛媛県告示第６６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６８４０ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 通所介護 ユーミーデイサービス 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年３月１日

３８７０１０６８５７ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 短期入所生活介護 ユーミーショートステイ 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年３月１日

３８７０１０６８６５ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 訪問介護 ユーミーケア湯渡 愛媛県松山市湯渡町１－

２４ 平成２０年３月１日

３８７０４００６９８ 株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１
号本部第１ビル 訪問介護 ユーミーケア八幡浜 愛媛県八幡浜市大平１－

７８２－２０ 平成２０年３月１日

３８７０５０１８００ ベストケア株式会社 愛媛県松山市北条辻６１０
番地１５ 通所介護 ベストケア・デイサービ

スセンターいずみ
愛媛県新居浜市星原町１２
番４６号 平成２０年３月１日

３８７１３００４１８ 有限会社スローライフ 愛媛県四国中央市川之江
町字馬場２０８３番４ 通所介護 デイサービスすろうらい

ふ
愛媛県四国中央市川之江
町字濱田２６５１－６ 平成２０年３月３日

３８１０６１００００ 医療法人伊藤医院 愛媛県西条市飯岡字原之
段１２９２番地

通所リハビリテー
ション 伊藤医院 愛媛県西条市飯岡字原之

段１２９２番地 平成２０年３月７日

３８７１５０００６６ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 通所介護 コープえひめ通所介護事

業所見奈良きどさんち
愛媛県東温市見奈良１４２９
－２ 平成２０年３月１７日

３８７０５０１８１８ 株式会社お茶屋の里
愛媛県新居浜市西の土居
町二丁目８番２３号御茶屋
荘

通所介護 デイサービス中の茶屋 愛媛県新居浜市西の土居
町二丁目８－２１ 平成２０年３月２４日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６３５９０５１３ 医療法人光佑会 愛媛県伊予郡松前町神崎
５８６番地 介護予防訪問看護 訪問看護ステーション菜

の花
愛媛県伊予郡松前町神崎
５７８番地１ 平成２０年３月１日

３８７０１０６８４０ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 介護予防通所介護 ユーミーデイサービス 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年３月１日

３８７０１０６８５７ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル

介護予防短期入所
生活介護 ユーミーショートステイ 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年３月１日

３８７０１０６８６５ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 介護予防訪問介護 ユーミーケア湯渡 愛媛県松山市湯渡町１－

２４ 平成２０年３月１日

３８７０４００６９８ 株式会社ユーミーケア 愛媛県松山市宮西一丁目
２番１号本部第１ビル 介護予防訪問介護 ユーミーケア八幡浜 愛媛県八幡浜市大平１－

７８２－２０ 平成２０年３月１日

３８７０５０１８００ ベストケア株式会社 愛媛県松山市北条辻６１０
番地１５ 介護予防通所介護 ベストケア・デイサービ

スセンターいずみ
愛媛県新居浜市星原町１２
番４６号 平成２０年３月１日

３８７１２００１２１ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二丁
目２４番３８号 介護予防訪問介護 株式会社悠遊社東予事業

所
愛媛県西条市新市６５０番
地６ 平成２０年３月１日

３８７１３００４１８ 有限会社スローライフ 愛媛県四国中央市川之江
町字馬場２０８３番４ 介護予防通所介護 デイサービスすろうらい

ふ
愛媛県四国中央市川之江
町字濱田２６５１－６ 平成２０年３月３日

３８１０６１００００ 医療法人伊藤医院 愛媛県西条市飯岡字原之
段１２９２番地

介護予防通所リハ
ビリテーション 伊藤医院 愛媛県西条市飯岡字原之

段１２９２番地 平成２０年３月７日

３８７１５０００６６ 生活協同組合コープえひ
め

愛媛県松山市朝生田町三
丁目１番１２号 介護予防通所介護 コープえひめ通所介護事

業所見奈良きどさんち
愛媛県東温市見奈良１４２９
－２ 平成２０年３月１７日

３８７０５０１８１８ 株式会社お茶屋の里
愛媛県新居浜市西の土居
町二丁目８番２３号御茶屋
荘

介護予防通所介護 デイサービス中の茶屋 愛媛県新居浜市西の土居
町二丁目８－２１ 平成２０年３月２４日

愛 媛 県 報平成２０年４月３０日 第１９５９号

５０１
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�愛媛県告示第６７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の名称を

変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１００７２８ 医療法人聖光会 愛媛県松山市鷹子町５２５
番地１ 訪問介護

ホームヘルパーステ
ーション『たかのこ
館』

ホームヘルパーステ
ーションたかのこ館

愛媛県松山市鷹子町５２
７－１

平成２０年
３月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０３３８３ 有限会社創夢会 愛媛県松山市石風呂町４０
０番地 訪問介護 すみれ野介護サービス

センター
愛媛県松山市石風呂
町４００番地

愛媛県松山市松ノ木
二丁目６９６－７

平成２０年
３月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０６８８１ 医療法人社団慈生会 愛媛県松山市松末二丁目
１９番３６号

居宅介護
支援 松山城東病院 松山城東病院指定居

宅介護支援事業所
愛媛県松山市松末二丁
目１９番３６号

平成２０年
３月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０３３８３ 有限会社創夢会 愛媛県松山市石風呂町４０
０番地

居宅介護
支援

すみれ野介護サービス
センター

愛媛県松山市石風呂
町４００番地

愛媛県松山市松ノ木
二丁目６９６－７

平成２０年
３月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１００７２８ 医療法人聖光会 愛媛県松山市鷹子町５２５
番地１

介護予防
訪問介護

ホームヘルパーステ
ーション『たかのこ
館』

ホームヘルパーステ
ーションたかのこ館

愛媛県松山市鷹子町５２
７－１

平成２０年
３月２６日

愛 媛 県 報平成２０年４月３０日 第１９５９号
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業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃止した

旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止した

旨の届出があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０３３８３ 有限会社創夢会 愛媛県松山市石風呂町４０
０番地

介護予防
訪問介護

すみれ野介護サービス
センター

愛媛県松山市石風呂
町４００番地

愛媛県松山市松ノ木
二丁目６９６－７

平成２０年
３月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０１２９６ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 訪問介護 えひめヘルパー松山 愛媛県松山市湯渡町１－

２４ 平成２０年２月２９日

３８７０１０１３４６ 有限会社ホームケアサー
ビス

愛媛県松山市南久米町１０
８－２ 福祉用具貸与 ホームケアサービス 愛媛県松山市湯渡町１－

２２しみずコーポ２０３号 平成２０年２月２９日

３８７０１０１３４６ 有限会社ホームケアサー
ビス

愛媛県松山市南久米町１０
８－２ 特定福祉用具販売 ホームケアサービス 愛媛県松山市湯渡町１－

２２しみずコーポ２０３号 平成２０年２月２９日

３８７０１０３９１２ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 短期入所生活介護 悠美ショートステイ 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年２月２９日

３８７０１０３９２０ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 通所介護 悠美デイサービス 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年２月２９日

３８７０４００１５１ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 訪問介護 えひめヘルパー八幡浜 愛媛県八幡浜市大平１－

７８２－２０ 平成２０年２月２９日

３８７０４００５６５ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市新町２７２
番１ 短期入所生活介護 おるｄｅ新町短期入所生

活介護事業所
愛媛県八幡浜市新町２７２
番１ 平成２０年２月２９日

３８１０１１１５４６ 医療法人福井整形外科麻
酔科

愛媛県松山市久米窪田町
７８４番地１

通所リハビリテー
ション

福井整形外科・麻酔科医
院

愛媛県松山市久米窪田町
７８４－１ 平成２０年３月５日

３８６０１９０４３２ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町８１３ 訪問看護 訪問看護ステーションあ
いじゅ 愛媛県松山市東方町８１３ 平成２０年３月１０日

３８７３５００２６２ 伊予基準寝具株式会社 愛媛県伊予郡松前町出作
５２８－１ 福祉用具貸与 伊予基準寝具株式会社 愛媛県伊予郡松前町出作

５２８－１ 平成２０年３月１０日

３８１０１２８２３５ 社会福祉法人恩賜財団済
生会支部愛媛県済生会

愛媛県松山市山西町９９７
番地１

通所リハビリテー
ション

社会福祉法人恩賜財団済
生会高浜診療所

愛媛県松山市高浜町２－
２２３２－２ 平成２０年３月１１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１００４０５ ケービーシー・トータル・
サービス株式会社

愛媛県松山市一番町１－
１－３ 居宅介護支援 ケービーシー・トータル・

サービス株式会社
愛媛県松山市一番町１－
１－３ 平成２０年３月１９日

愛 媛 県 報平成２０年４月３０日 第１９５９号
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平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６８０号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項本文の規定による平成２０年度定期種畜検査の期日、時間及び場所は次のとおりで

ある。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６８１号
養鶏振興法（昭和３５年法律第４９号）第７条第１項の規定により、次のようにふ化業者の登録をした。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定介護予防サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０１２９６ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 介護予防訪問介護 えひめヘルパー松山 愛媛県松山市湯渡町１－

２４ 平成２０年２月２９日

３８７０１０１３４６ 有限会社ホームケアサー
ビス

愛媛県松山市南久米町１０
８－２

介護予防福祉用具
貸与 ホームケアサービス 愛媛県松山市湯渡町１－

２２しみずコーポ ２０３号 平成２０年２月２９日

３８７０１０１３４６ 有限会社ホームケアサー
ビス

愛媛県松山市南久米町１０
８－２

特定介護予防福祉
用具販売 ホームケアサービス 愛媛県松山市湯渡町１－

２２しみずコーポ ２０３号 平成２０年２月２９日

３８７０１０３９１２ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０

介護予防短期入所
生活介護 悠美ショートステイ 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年２月２９日

３８７０１０３９２０ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 介護予防通所介護 悠美デイサービス 愛媛県松山市山越二丁目

５－２６ 平成２０年２月２９日

３８７０４００１５１ 有限会社八幡浜看護婦家
政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１－
７８２－２０ 介護予防訪問介護 えひめヘルパー八幡浜 愛媛県八幡浜市大平１－

７８２－２０ 平成２０年２月２９日

３８７０４００５６５ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市新町２７２
番１

介護予防短期入所
生活介護

おるｄｅ新町短期入所生
活介護事業所

愛媛県八幡浜市新町２７２
番１ 平成２０年２月２９日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護療養型医療
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０２２８１００ 医療法人聖ルカ会 愛媛県今治市別宮町三丁
目７番地８

介護療養型医療施
設 木原病院 愛媛県今治市別宮町三丁

目７番地８ 平成２０年２月２９日

検 査 月 日 検 査 時 間 検 査 場 所

５月２１日 ９時３０分から１１時３０分まで 西予市野村町阿下７号１５６番地 愛媛県農林水産研究所畜産研究センター

１３時３０分から１４時３０分まで 西予市宇和町山田１３００番地

５月２２日 １０時から１１時まで 松山市八反地４９８番地 愛媛大学農学部付属農場

５月２３日 ９時３０分から１０時３０分まで 新居浜市大生院戸屋の鼻１９６０番地

１１時から１２時まで 西条市玉津下島山甲５６９番地

登録番号 登 録 年 月 日 氏名（又は名称）及び住所 ふ化場の名称及びその所在地

２０第１号 平成２０年５月１日 ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社
伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社ふ卵場
伊予郡松前町大字中川原新開８２番地

愛 媛 県 報平成２０年４月３０日 第１９５９号
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�愛媛県告示第６８２号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭和３９年

法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に適合すると認

めるので、同条第３項において準用する同法第１０５条の２第４項の

規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

真珠母貝養殖業

加 入 区

三浦加入区

遊子加入区

蒋淵加入区

下波加入区

日振島加入区

�������
�愛媛県告示第６８３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

認可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年４月３０日から５月１４日まで

�������
�愛媛県告示第６８４号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第４号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると認められ

た県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面の範囲を、平成

２０年４月１日次のとおり定めた。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接一体をなす用排水路

２ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接一体をなす内水面

３ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池、二級河川崩口川水系崩口川

及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと連接

一体をなす用排水路

４ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接一体をなす用排水路

５ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接一体をなす内水面

�愛媛県告示第６８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月３０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第５号

平成２０年４月１８日
伊予郡松前町大字西古泉字大福３７０番２

伊予郡松前町大字西古泉字大福３７０番地２

八 塚 隆 巳

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都１８４７番３から

同町僧都１８４９番１地先まで

旧 ５．４～１４．２ ０．０５０

新 １０．２～１４．２ ０．０５０
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教育委員会公告

�公 告

愛媛県生涯学習センター及びえひめ青少年ふれあいセンター

の指定管理者の募集について

愛媛県生涯学習センター及びえひめ青少年ふれあいセンターの指

定管理者を次のとおり募集する。

平成２０年４月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 藤 岡 澄

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� 施設の概要

ア 愛媛県生涯学習センター（以下「学習センター」という。）

１ 所在地 松山市上野町甲６５０番地

２ 設置目的 県民の生涯にわたる学習活動を促進し、
及び援助するために必要な学習情報の提
供、調査研究、指導者の養成、学習機会
の提供等の各種事業の実施及び施設の提
供

３ 施設規模 � 規模
ア 敷地面積
建物敷地（愛媛県総合教育センター

及びえひめ青少年ふれあいセンターの
敷地を含む。） ２１，９５０㎡
グランド・駐車場敷地 ２３，２６８㎡

イ 建築面積 ５，３７７㎡
ウ 延床面積 １２，８４５㎡

� 構造
鉄筋鉄骨コンクリート造（地下１階、

地上４階）
� 施設内容

県民小劇場（５０５席）
レッスン室（２室）
パソコン演習室（３１台）
研修室（６室）
図書室（３４９㎡）
アトリウム（５８４㎡）
愛媛人物博物館展示室（６室）

� 駐車台数約４００台（本館１階：講師
用駐車場１２台、身体障害者用駐車場２
台、屋外駐車場：高齢者用駐車場１０台、
第一駐車場１００台、第二駐車場１２２台、
第三駐車場６５台、第四駐車場６０台、そ
の他グランドにも駐車可）

４ 事業概要 � 学習情報の収集及び提供並びに学習
相談

� 生涯学習の指導者の養成
� 生涯学習に関する学習機会の提供
� 愛媛人物博物館の運営
� 施設の提供
� その他必要な業務

イ えひめ青少年ふれあいセンター（以下「ふれあいセンター」

という。）

１ 所在地 松山市上野町甲６５０番地

２ 設置目的 共同生活を通じ心身ともに健全な青少年
を育成し、家族、青少年等の触れ合いを
図り、及び県民の生涯にわたる学習活動
を支援するために必要な青少年の研修の
実施並びに家族、青少年等の交流の機会
及び県民の生涯にわたる学習活動の場の
提供

３ 施設規模 � 規模
ア 敷地面積（愛媛県総合教育センタ
ー及び学習センターの敷地含む）

２１，９５０㎡
イ 延床面積 ５，６５０㎡

� 構造
ア 管理研修棟
鉄筋コンクリート造（地上３階）

イ 宿泊棟
鉄筋コンクリート造（地上４階）

ウ 体育館
鉄骨鉄筋コンクリート造（地上１階）

エ 機械室
鉄筋コンクリート造（地上１階）

� 施設内容
ア 管理研修棟

研修打合せ室（１４人）
オリエンテーション室（９０人）
音楽芸能室（９０人）
研修室１（３６人）
研修室２（３６人）
研修室３（２４人）
図書室（２４人）
集会室（１２０人）
創作活動室（１８人）
講師控室（５人）
作法室（１８人）

イ 体育館（３０ｍ×２８ｍ）
ウ 宿泊棟

宿泊室（定員２５０人、和室７部屋、
洋室４１部屋）
浴室（大浴場２０人程度、小浴場１５

人程度）
食堂（１６８人）
ロビー・談話室（各階）

� 駐車台数
１２台駐車可能（その他学習センター
の駐車場も利用可）

４ 事業概要 � 青少年の団体宿泊訓練その他青少年
の教育に必要な研修

� 家族、青少年等の体験活動の機会の
提供

� 県民の生涯学習活動の場の提供
� その他必要な業務

� 指定管理者の業務

ア 学習センターにおける指定管理者の業務

� 学習センターの事業の実施に関する業務（学習情報の収

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都１８４７番３から

同町僧都１８４９番１地先まで
平成２０年４月３０日
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集及び提供、生涯学習に関する学習機会の提供等）

� 学習センターの利用の許可に関する業務

� 学習センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� 学習センターの利用の促進に関する業務

� 学習センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関

する業務

� その他教育委員会が定める業務

� 学習センターの資料の特別利用に係る料金の収納事務に

関する業務

イ ふれあいセンターにおける指定管理者の業務

� ふれあいセンターの事業の実施に関する業務（青少年の

団体宿泊訓練、体験活動の機会の提供等）

� ふれあいセンターの利用の許可に関する業務

� ふれあいセンターの利用に係る料金の収受に関する業務

� ふれあいセンターの利用の促進に関する業務

� ふれあいセンターの施設、附属設備及び備品等の維持管

理に関する業務

� その他教育委員会が定める業務

� 管理の基準

愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２５

号）及びえひめ青少年ふれあいセンター管理条例（平成２０年愛

媛県条例第２９号）の規定によるほか、学習センター及びふれあ

いセンター（以下「両センター」という。）の管理運営に当た

っては、関係法令を遵守すること。

２ 指定期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間（予定）

３ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により、県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づく更生手続、再生手続又は破産手続をしている法人

等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その公正な

手続を妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した法人等

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

の統制下にある法人等

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものにあっては、代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる法人等

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自治法

第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項において準用

する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 暴力団対策法の規定（第３１条第７項を除く。）に違反し、

又は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若

しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）

の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

� 暴力団員等

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に規

定する排除措置の対象となる者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の団体での共同による申請ができる。

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 両センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 両センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

教育委員会が指定管理者の候補者を選定する。

５ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 両センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における団体

の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処

分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の事業計

画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書
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� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成２０年６月２０日（金）から７月１５日（火）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

郵送により提出する場合は、書留、簡易書留又は配達記録郵便

により提出のこと（平成２０年７月１５日（火）までの消印有効）。

７ 募集要項の請求先及び申請書等の提出先

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県教育委員会事務局管理部生涯学習課生涯学習推進係

電話番号 ０８９（９１２）２９３１

８ その他

両センターについて、一体的管理を行う指定管理者を募集する。

ただし、一体的管理が困難な場合は、施設ごとの申請も可能とす

る。なお、両センターの一体的管理を提案した申請者は、評価を

加点する。

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県総合科学博物館の指定管理者の募集について

愛媛県総合科学博物館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成２０年４月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 藤 岡 澄

１ 愛媛県総合科学博物館（以下「博物館」という。）の概要

� 駐車台数
普通車約３２０台

４ 事業概要 � 博物館法第３条に規定する事業
� プラネタリウムの運営
� 生涯学習の促進及び援助
� 施設の提供
� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 博物館法第３条に規定する事業に係る業務のうち、教育委員

会が定める業務（プラネタリウムの運営、生涯学習の促進及び

援助並びに施設の提供に関する業務を含む。）

� 博物館の利用の許可に関する業務

� 博物館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 博物館の利用の促進に関する業務

� 博物館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他教育委員会が定める業務

	 博物館の資料の特別利用に係る料金の収納事務に関する業務

３ 管理の基準

愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）

の規定によるほか、博物館の管理運営に当たっては、関係法令を

遵守すること。

４ 指定期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により、県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づく更生手続、再生手続又は破産手続をしている法人

等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その公正な

手続を妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した法人等

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

の統制下にある法人等

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定めがある

１ 所在地 新居浜市大生院２１３３番地の２

２ 設置目的 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に規
定する登録博物館として、県民に自然や
科学に関する正しい理解を深めるための
学習機会を提供し、創造的風土の醸成を
図るとともに、科学技術の進歩と本県産
業の発展に寄与する。

３ 施設規模 � 規模
ア 敷地面積 ８４，０８２㎡
イ 延床面積 １６，５９６㎡
ウ 立体駐車場 ６，２５８㎡

� 構造
鉄骨鉄筋コンクリート造（地上４階、

地下１階）
� 施設内容

常設展示室（自然館・科学館・産業
館）
プラネタリウム
企画展示室
多目的ホール
図書室（ビデオブース）
研修室（３室）
パソコン演習室
ミーティングルーム
研究室
スタジオ
収蔵庫（５室）
収蔵管理室
くん蒸室
館長室
事務室
会議室
託児室
オリエンテーションルーム
エントランスホール
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ものにあっては、代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる法人等

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自治法

第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項において準用

する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 暴力団対策法の規定（第３１条第７項を除く。）に違反し、

又は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若

しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）

の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

� 暴力団員等

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に規

定する排除措置の対象となる者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 博物館の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 博物館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

教育委員会が指定管理者の候補者を選定する。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 博物館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における団体

の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処

分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の事業計

画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成２０年６月２０日（金）から７月１５日（火）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

郵送により提出する場合は、書留、簡易書留又は配達記録郵便

により提出のこと（平成２０年７月１５日（火）までの消印有効）。

９ 募集要項の請求先及び申請書等の提出先

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県教育委員会事務局管理部生涯学習課生涯学習推進係

電話番号 ０８９（９１２）２９３１

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�	�	�	�
�公 告

愛媛県歴史文化博物館の指定管理者の募集について

愛媛県歴史文化博物館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成２０年４月３０日

愛媛県教育委員会

教育長 藤 岡 澄

１ 愛媛県歴史文化博物館（以下「博物館」という。）の概要

１ 所在地 西予市宇和町卯之町四丁目１１番地２

２ 設置目的

博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に規
定する登録博物館として、本県全体の歴
史文化に関する資料の収集や保存・展示、
調査研究を行うとともに、各種普及啓発
事業を通じ、県民に歴史文化を学ぶ機会
を提供し、個性豊かな文化の創造に資す
る。

３ 施設規模
� 規模
ア 敷地面積 ６４，４３１㎡
イ 延床面積 １８，０３６㎡

� 構造
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造又

は木造 地上３階）
� 施設内容

常設展示室（歴史展示室１～４、民
俗展示室１～３、考古展示室、文書
展示室）
企画展示室
多目的ホール（観客席２９６席）
図書室（ビデオブース）
研修室（３室）
パソコン演習室（１９台）
ミーティングルーム
研究室・展示案内員控室
文書閲覧室
スタジオ
録音室
収蔵庫（５室）
収蔵管理室
くん蒸室
保存処理室
館長室
応接室
事務室
会議室
体験学習室
休憩室
託児室
オリエンテーションルーム
エントランスホール

� 駐車台数
１６４台（うち大型バス専用８台）

４ 事業概要 � 博物館法第３条に規定する事業
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� 生涯学習の促進及び援助
� 施設の提供
� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 博物館法第３条に規定する事業に係る業務のうち、教育委員

会が定める業務（生涯学習の促進及び援助並びに施設の提供に

関する業務を含む。）

� 博物館の利用の許可に関する業務

� 博物館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 博物館の利用の促進に関する業務

� 博物館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他教育委員会が定める業務

� 博物館の資料の特別利用に係る料金の収納事務に関する業務

３ 管理の基準

愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）

の規定によるほか、博物館の管理運営に当たっては、関係法令を

遵守すること。

４ 指定期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により、県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づく更生手続、再生手続又は破産手続をしている法人

等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その公正な

手続を妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した法人等

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

の統制下にある法人等

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものにあっては、代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる法人等

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自治法

第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項において準用

する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 暴力団対策法の規定（第３１条第７項を除く。）に違反し、

又は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若

しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）

の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

� 暴力団員等

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に規

定する排除措置の対象となる者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 博物館の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 博物館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

教育委員会が指定管理者の候補者を選定する。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 博物館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における団体

の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処

分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の事業計

画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成２０年６月２０日（金）から７月１５日（火）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

郵送により提出する場合は、書留、簡易書留又は配達記録郵便

により提出のこと（平成２０年７月１５日（火）までの消印有効）。
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人事委員会規則

９ 募集要項の請求先及び申請書等の提出先

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県教育委員会事務局管理部生涯学習課生涯学習推進係

電話番号 ０８９（９１２）２９３１

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�愛媛県人事委員会規則７－１０６１
教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年４月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則

（教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（教員特殊業務手当）

第４条 条例第６条の２の人事委員会の定めるものは、公立の小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に所属す

る教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助

教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が中学校・小

学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の１級、２級

又は特２級のものとする。

（教員特殊業務手当）

第４条 条例第６条の２の人事委員会の定めるものは、公立の小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に所属す

る教頭 、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助

教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が中学校・小

学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の１級又は２

級 のものとする。

（教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３９０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

公 職 区分 公 職 区分

省略 省略

教頭（条例別表第２ の職務の級が２級である教

頭に限る。）
５種

教頭（条例別表第１又は第２の職務の級が２級である教

頭に限る。）
５種

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当 職務の級 区 分 管 理 職 手 当

省略 省略

２ 級 ５ 種 ２９，６００円

２ 省略

別表第３（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

２ 省略

別表第３（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当 職務の級 区 分 管 理 職 手 当

省略 省略

２ 級 ５ 種 ２２，０００円

２ 省略 ２ 省略
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改 正 後 改 正 前

別表（第３条の８関係）

１ 省略

２ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分

についての表

別表（第３条の８関係）

１ 省略

２ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分

についての表

省略 省略

第４

号区

分

１・２ 省略

３ 平成１８年４月以後の職員給与条例の研究職給料表

の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であつたもの（第２号区分の項第３号並びに第３号

区分の項第３号及び第３号の２に掲げる者を除

く。）

４～７ 省略

８ 平成１８年４月以後の教育職員給与条例の中学校・

小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であつたもの（第２号区分の項第６号並びに第３

号区分の項第７号及び第７号の２に掲げる者を除

く。）

９～１１ 省略

第４

号区

分

１・２ 省略

３ 平成１８年４月以後の職員給与条例の研究職給料表

の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であつたもの（第２号区分の項第３号及び第３号区

分の項第３号 に掲げる者を除

く。）

４～７ 省略

８ 平成１８年４月以後の教育職員給与条例の中学校・

小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であつたもの（第２号区分の項第６号及び第３号

区分の項第７号 に掲げる者を除

く。）

９～１１ 省略

省略 省略

第６

号区

分

１～３ 省略

４ 平成１８年４月以後の職員給与条例の医療職給料表

（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であつたもの（第５号区分の項第４号及び第４号

の２に掲げる者を除く。）

５～７ 省略

８ 平成１８年４月以後の教育職員給与条例の中学校・

小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であつたもの、特２級であつたもの又は２級であ

つたもののうち期末手当等の加算割合が１００分の１０で

あつたもの（第５号区分の項第７号及び第７号の２

に掲げる者を除く。）

９・１０ 省略

第６

号区

分

１～３ 省略

４ 平成１８年４月以後の職員給与条例の医療職給料表

（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であつたもの（第５号区分の項第４号

に掲げる者を除く。）

５～７ 省略

８ 平成１８年４月以後の教育職員給与条例の中学校・

小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であつたもの 又は２級であ

つたもののうち期末手当等の加算割合が１００分の１０で

あつたもの（第５号区分の項第７号

に掲げる者を除く。）

９・１０ 省略

省略 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第４条の規定は、平成２０年４月１日から適用する。

平成２０年４月３０日 発行

愛 媛 県 報平成２０年４月３０日 第１９５９号

５１２


